
平成２２年度島本町立幼稚園園児募集要項

島本町立第一幼稚園 ： 青葉三丁目１番１号

島本町立第二幼稚園 ： 東大寺四丁目１５０番地

教育基本法、学校教育法に基づき、幼児を適切な環境のもとで保

　育し、その心身の発達を助長する。

①健全な心身の基礎を培う　②人とかかわる力を育てる

③環境とかかわる力を育てる　④言葉での表現力と、聞く態度を

養う　⑤感性と創造性を豊かにする

５歳児 第一幼稚園 44人 （4歳からの継続保育を除く）

第二幼稚園 58人 （　　　　　　〃　　　 　）

４歳児 第一幼稚園 96人

第二幼稚園 96人

なお、応募期間内に募集人員を超えた場合は公開抽選

　募集人員を超えなかった場合は、定員に達するまで随時募集する

　ものとする。

５歳児（平成１６年４月２日から同１７年４月１日生まれ）

４歳児（平成１７年４月２日から同１８年４月１日生まれ）で、

　かつ当町の住民基本台帳、又は外国人登録原票に記録又は登録

　され、保護者と町内に住んでいること。

（火）

午前１０時～午後４時

（但し、正午～午後１時の間及び土・日曜日は除く）

午前９時～午後１時４５分（但し、水曜日は午前１１時３０分まで）

午後２時～午後４時３０分（月・火・木・金曜日）

午前１１時３０分～午後４時３０分（水曜日）

徒歩通園、但し一部バス通園（別紙のとおり）

別紙のとおり

月・火・木・金曜日は弁当持参(預かり保育希望者は水曜日も弁当持参)

入園金 ： ５,０００円 保育料（月額） ： ８,０００円

月・火・木・金曜日 ： 日額　３００円

水曜日 ： 日額　６００円

・ 学級費、ＰＴＡ会費、教材費等

・ その他、制服、制帽、通園カバン等実費

〔 園 区 〕

〔 昼 食 〕

〔 保 育 料 等 〕

〔その他経費〕

〔 預 か り 保 育
料 〕

平成21年12月1日〔願書配布及び提出期間〕 （火）～

〔 通 園 方 法 〕

　幼稚園児募集要項の配布は各幼稚園及び教育委員会
学校教育課で行い、受付は各園で行う。入園決定は１
２月末までに行う。

〔預かり保育〕

平成21年12月8日

〔 保 育 時 間 〕

〔名称及び所在地〕

〔 趣 旨 〕

〔 保 育 目 標 〕

〔 募 集 人 員 〕

〔 応 募 資 格 〕



保護者の利便性の向上、幼稚園の活性化、特色ある幼稚園作りを目的

として、各園で発生している欠員の範囲内で、異なる園区へ入園を

許可するもの。

新年度の４歳児。ただし次の場合は５歳児も対象とする。

①４歳児から弾力的運用を利用しており、継続して幼稚園に通園する場合

②４歳児の弟もしくは妹がこの制度を利用する際に、５歳児の兄もしくは

　姉もあわせてこの制度を利用する場合

４歳児 第一幼稚園 : ２０名程度

第二幼稚園 : ２０名程度

※応募期間内に定員を超えた場合は各幼稚園の申し込み状況を基に調整

　調整の結果受け入れが困難な場合は公開抽選

　募集人員を超えなかった場合は、定員に達するまで随時募集する。

この制度を利用する場合は、徒歩による通園のみとする。

（ただし、第一、第二の両幼稚園から１km以上はなれた地域の方及び、

　国道１７１号線を横断して通園する地域の方は、バスによる通園

　が可能）

緑色願書を受け取り、必要事項を記入の上、入園を希望する幼稚園

に提出する。

〔 手 続 方 法 〕

平成２２年度幼稚園区の弾力的運用について

〔 趣 旨 〕

〔 対 象 〕

〔 定 員 〕

〔 通 園 方 法 〕


